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１ 埼玉県防犯のまちづくり推進計画の一部を次のように変更する。                          （傍線の部分は、改正部分） 

改 正 案 現   行 

   埼玉県防犯のまちづくり推進計画 

第１～第４ （略） 

第５ 防犯のまちづくりに関する施策展開の方向 

 １～２ （略） 

 ３ 長期目標 

   本県では、平成１７年度からの第１期計画、平成２２年度から

の第２期計画、平成２７年度からの現計画に基づき、防犯のまち

づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進してきました。そ

の結果、人口千人当たりの刑法犯認知件数は、平成１６年の２５．

７件から、平成３０年には８．２件と着実に減少し、戦後（昭和

２１年～）、最も低い水準に達しました。 

   本計画では、犯罪の減少傾向維持を最優先とし、さらなる犯罪

減少を目指します。 

   令和６年における人口千人当たりの刑法犯認知件数を５．７件

まで減少させることを長期目標とします。 

   この数値目標は、統計上、過去に例をみない水準となります。 

   人口千人当たりの刑法犯認知件数 

    現状値 ８．２件  →  目標値 ５．７件 

    （平成３０年）      （令和６年） 

 

第６ （略） 

   埼玉県防犯のまちづくり推進計画 

第１～第４ （略） 

第５ 防犯のまちづくりに関する施策展開の方向 

 １～２ （略） 

 ３ 長期目標 

   本県では、平成１７年度からの第１期計画、平成２２年度から

の第２期計画、平成２７年度からの現計画に基づき、防犯のまち

づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進してきました。そ

の結果、人口千人当たりの刑法犯認知件数は、平成１６年の２５．

７件から、平成３０年には８．２件と着実に減少し、戦後（昭和

２１年～）、最も低い水準に達しました。 

   本計画では、犯罪の減少傾向維持を最優先とし、さらなる犯罪

減少を目指します。 

   令和６年における人口千人当たりの刑法犯認知件数を平成３０

年の１０％減となる７．４件まで減少させることを長期目標とし

ます。 

   この数値目標は、統計上、過去に例をみない水準となります。 

   人口千人当たりの刑法犯認知件数 

    現状値 ８．２件  →  目標値 ７．４件 

    （平成３０年）      （令和６年） 

第６ （略） 

別紙２ 
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２ 埼玉県農林水産業振興基本計画の一部を次のように変更する。                        （傍線の部分は、改正部分） 

改 正 案 現   行 

   埼玉県農林水産業振興基本計画 

第１～第４ （略） 

第５ 取組の展開方向 

 （指標） 

  農家１戸当たり生産農業所得 

   現状値 １，０７２，２９８円（平成３０年度） 

   目標値 １，７５５，０００円（令和７年度） 

  販売農家数に占める販売金額１，０００万円以上の農家数の割合 

   現状値  ７％（令和元年度） 

   目標値 １０％（令和７年度） 

  １～７ （略） 

第６ （略） 

   埼玉県農林水産業振興基本計画 

第１～第４ （略） 

第５ 取組の展開方向 

 （指標） 

  農家１戸当たり生産農業所得 

   現状値 １，０７２，２９８円（平成３０年度） 

   目標値 １，４２４，９２３円（令和７年度） 

  販売農家数に占める販売金額１，０００万円以上の農家数の割合 

   現状値  ７％（令和元年度） 

   目標値 １０％（令和７年度） 

  １～７ （略） 

第６ （略） 
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３ 第３期埼玉県教育振興基本計画の一部を次のように変更する。                          （傍線の部分は、改正部分） 

改 正 案 現   行 

   第３期埼玉県教育振興基本計画 

第１章～第２章 （略） 

第３章 計画の推進に際して 

 １～２ （略） 

 ３ 指標 

   （略） 

  (1)～(4) （略） 

 【指標】 

 （略） 

  (1)～(5) （略） 

  (6) 目標Ⅵ 質の高い学校教育のための環境の充実 

   ア （略） 

   イ 施策１８ 学校の組織運営の改善 

     小・中学校におけるコミュニティ・スクールの数（※） 

     現状値（平成３０年４月１日）   ２８１校 

     目標値（令和５年４月１日）    ８２５校 

   ウ～カ （略） 

  (7) 目標Ⅶ 家庭・地域の教育力の向上 

   ア （略） 

   イ 施策２４ 地域と連携・協働した教育の推進 

    (ｱ) （略） 

    (ｲ) 小・中学校におけるコミュニティ・スクールの数（※） 

   第３期埼玉県教育振興基本計画 

第１章～第２章 （略） 

第３章 計画の推進に際して 

 １～２ （略） 

 ３ 指標 

   （略） 

  (1)～(4) （略） 

 【指標】 

 （略） 

  (1)～(5) （略） 

  (6) 目標Ⅵ 質の高い学校教育のための環境の充実 

   ア （略） 

   イ 施策１８ 学校の組織運営の改善 

     小・中学校におけるコミュニティ・スクールの数（※） 

     現状値（平成３０年４月１日）   ２８１校 

     目標値（平成３５年４月１日）   ６５０校 

   ウ～カ （略） 

  (7) 目標Ⅶ 家庭・地域の教育力の向上 

   ア （略） 

   イ 施策２４ 地域と連携・協働した教育の推進 

    (ｱ) （略） 

    (ｲ) 小・中学校におけるコミュニティ・スクールの数（※） 
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     （再掲） 

      現状値（平成３０年４月１日）   ２８１校 

      目標値（令和５年４月１日）    ８２５校 

  (8)～(10) （略） 

     （再掲） 

      現状値（平成３０年４月１日）   ２８１校 

      目標値（平成３５年４月１日）   ６５０校 

  (8)～(10) （略） 

 


